
 

 

 

 

 

 

鉱山で働く皆様、毎日のお仕事ご苦労様です。 

「うりずん」の季節となりました。「うりずん」は「潤い初め（うる

おいぞめ）」が語源のようで、新緑が彩りを増し、新葉に太陽の光

が透けて輝く爽やかな季節です。そして、学校や職場では、４月は去る方もいれば、フレッシュなメンバ

ーが加わるなど、まさしく今、新たに出発する方々を応援していきたいものです。 

各鉱山におかれましても新たな人材や設備の更新などにより、慣れない作業環境での事故が起き

る可能性が高まる時期でもあります。また、新規受注も始まり余裕のない無理な操業から事故原因を

誘発することも考えられます。そのため、今一度気を引き締めて、今年度も安全で安心な鉱山操業へ

と精励していきましょう！ 

さて、沖縄鉱山保安対策委員会では、４月１日～３０日までの間を「保安方針、保安目標、保安計画

策定月間」として定め、各鉱山が保安計画等を新たに策定する保安運動を呼びかけています。 

那覇産業保安監督事務所においては「鉱山の自主保安力の向上」を目標とし、鉱山保安マネジメ

ントシステムの導入・運用の深化を支援しています。PDCA（Plan 計画 – Do 実施 - Check 評価 - 

Act 改善）サイクルにおいて、計画に基づき実施した取組をきちんと評価し（Check）、効率の悪かっ

た活動や効果のなかった活動を見直し（Act）、次の計画（Plan）へ反映させていくことが狙いであり、

先月の保安運動は「評価月間」として展開しましたので、今月は、その評価を踏まえ今年度新規計画

の策定に着手して頂きたいと思います。 

経営者（鉱業権者）おきましては、現場の実情に合わせた各種の取組を実行されるなか、改めて

PDCA サイクルが好循環に繋がっているかを確認し、年度当初に必要な鉱山保安の「方針」、「目

標」、「計画」の策定に努力していただきたいと思っております。 

なお、これらの策定に当たっては、経営トップや保安統括者のみならず鉱山に関わる皆様一人一人

の声を大事にして、鉱山保安の確保を意識した取組となるようお願いいたします。 

本年度も無事故・無災害で家内安全を達成することを祈念いたします。 

 

令和７年度も「ご安全に！」 

★ 経営トップの方は保安方針を策定していますか？ 

★ 策定した保安方針を表明していますか？ 

★ 保安方針に基づく実現可能な保安目標を設定していますか？ 

★ 保安計画には保安委員会や鉱山労働者の意見が反映されていますか？ 

★ 保安計画は鉱山で働く方がいつでも確認できるよう掲示されていますか？ 

 

＜令和６年度 鉱山保安標語準入選作品＞ 

日々変わる危険箇所 ＫＹ活動でゼロ災害 

長嶺 明夫 （開成鉱山）    

令 和 ７ 年 ３ 月 

那覇産業保安監督事務所 

所 長  長 嶺 光 男   

「保安方針、保安目標、保安計画策定月間」 

４月１日～３０日にあたって 
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保安運動「保安方針、保安目標、保安計画策定月間」の 

実施要領 
 

                                                         令 和 ７ 年 ３ 月 

                                                         沖縄鉱山保安対策委員会  

 

１．期    間  

    令和７年４月１日（火）～３０日（水）までの１月間  

 

２．保安運動の趣旨  

本運動は、沖縄鉱山保安対策委員会を推進母体とし、重点目標及び期間を定め、

保安運動を展開して鉱山の保安意識の高揚を図り、特に本月間では、各鉱山の経

営トップが保安方針を定め、その方針に基づき１年間の保安計画を立て、これを

確実に実施することにより、危害及び鉱害の防止に資することを目的とする。  

 

３．各鉱山の実施事項  

(1) 保安方針の表明 

鉱業権者は、自ら保安に対する姿勢を明確にした保安方針を表明（口頭によ

るものを含む。）する。  

なお、保安方針の改善を要さないと判断される場合はこれを継続しても構わ

ない。表明した保安方針には、概ね、次の事項の内容を含くむよう定める。  

・危害及び鉱害の防止を図ること  

・鉱山労働者の協力のもと、保安活動を実施すること  

・法又はこれに基づく命令、保安規程等を遵守すること  

・鉱山保安マネジメントシステムに従って措置を適切に実施すること  

・保安方針はできれば文書（紙又は電子媒体等。）によること  

 

(2) 保安目標の設定  

鉱業権者又は保安統括者（保安管理者）が中心となって保安委員会等を開催

し、経営トップが定める保安方針に基づき、今年の保安目標を設定し、鉱山労

働者全員への周知により、災害・鉱害に対する保安意識を高める。  

・保安方針に基づき、①リスクアセスメントの調査結果、②前年等過去の保

安目標の達成状況等を踏まえ、「災害ゼロ」等の保安目標を設定（口頭に

よるものを含む。）する  

・保安目標は、一定期間（原則１年後）に達成すべき到達点を明らかにして

いるものとするとともに、近年の災害発生状況等を踏まえ達成可能なもの

とする（ほとんどの鉱山の保安目標は「災害ゼロ」だと思うので、この「ゼ

ロ」が達成可能な到達点。「災害ゼロ」の他に、職場の整理整頓の徹底等

複数の目標を設定しているところもある。）  

・鉱山としての目標を設定はもとより、必要な場合、これを基にした関係部

署ごとの目標も設定する  

なお、小規模な鉱山等の場合、関係部署ごとの目標は実態にそぐわない場

合もある  

・目標は達成の度合いを客観的に評価できるよう、「災害ゼロ」等可能な限

り定量的なものとする  

ただし、複数の目標がある場合、一つでも定量的なものがあれば、すべて

が定量的である必要はない  

・保安目標はできれば文書（紙又は電子媒体等。）によること  
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・保安目標の策定には保安委員会の意見を反映すること  

 

(3) 保安計画の策定 

保安委員会等を開催し、保安目標を達成するために、今年１年の保安運動、

保安教育等の計画を策定し、鉱山労働者全員に周知、実行し、災害の未然防

止を図る。  

・保安目標を達成するため、①鉱山におけるリスクアセスメントの結果、②

過去における保安計画の実施状況、③保安目標の達成状況等に基づき、１

年等の期間を限り、保安計画（文書（紙又は電子媒体。）によるものに限

る。）により作成する  

・保安計画は、実施の担当部署、必要な予算等を含めて作成する  

・保安計画は、保安目標を達成するための具体的な実施事項、日程等につい

て定め、概ね次の事項を盛り込む  

  ①保安計画の期間（原則１年）に関する事項  

②法又はこれに基づく命令、保安規程等に基づき実施すべき事項及びリス

クアセスメントの結果により決定された措置の内容及び実施時期に関す

る事項  

 ③日常的な保安活動（危険予知活動（ＫＹＫ）、４Ｓ（整理、整頓、清潔、

清掃）活動、ヒヤリハット事例の収集及びこれに係る対策の実施、各種

改善提案活動等）の実施に関する事項  

 ④保安教育の内容及び実施時期に関する事項  

 ⑤保安計画の見直し（新規区域の開発に当たる場合や機械、設備等を新規

に導入する場合等）に関する事項  

・保安計画の策定には保安委員会の意見を反映すること  

 

４．各地区鉱山保安対策委員会の実施事項  

保安対策委員長が中心となり、保安運動推進班を編成し、地区内鉱山の保安方

針、保安目標、保安計画の策定を推進する。  

また、可能な地区では地区内保安方針、保安目標、保安計画を策定する。  

 

５．那覇産業保安監督事務所の実施事項  

(1) 所長メッセージ及び推進票を鉱山に配布する。  

(2) 必要に応じて監督官等を派遣し、各地区保安対策委員会を支援する。  

 



保安運動「保安方針、保安目標、保安計画策定月間」推進票   

令和７年  月  日    

 (鉱山名)        鉱山                      点検者氏名          

 

 ［  点 検 項 目 ］                                         チェック 

  (1) 保安方針の表明 

表明（口頭によるものを含む。）した保安方針には、概ね、次の事項の 

内容を含くむよう定めているか 

    ① 危害及び鉱害の防止を図ること                                 〔  〕 

   ② 鉱山労働者の協力のもと、保安活動を実施すること                      〔  〕 

   ③ 法又はこれに基づく命令、保安規程等を遵守すること               〔  〕 

    ④ 鉱山保安マネジメントシステムに従って措置を適切に実施すること        〔  〕 

   ⑤ 保安方針はできれば文書（紙又は電子媒体等。）によること           〔  〕 

  (2) 保安目標の設定 

   ① 保安方針に基づき、リスクアセスメントの調査結果、前年等過去の保安 

目標の達成状況等を踏まえ、「災害ゼロ」等の保安目標を設定（口頭に 

よるものを含む。）しているか                                        〔  〕 

     ② 保安目標は、一定期間（原則１年後）に達成すべき到達点を明らか 

にしているか（ほとんどの鉱山の保安目標は「災害ゼロ」だと思うので、この「ゼロ」が  

到達点。「災害ゼロ」の他に、職場の整理整頓の徹底等複数の目標を設定もあり。）       〔  〕 

③ 保安目標は、近年の災害発生状況等を踏まえ達成可能なものとしている 

か（ほとんどの鉱山は数年以上災害がゼロなので、「災害ゼロという保安目標は達成可能と考  

えられる。）                                                           〔  〕 

④ 鉱山としての目標を設定するほか、必要な場合、これを基にした関係部 

署ごとの目標も設定したか（ただし、小規模な鉱山等の場合、関係部署ごとの目標は  

必要ないところもある）                                                    〔  〕 

⑤ 目標は達成の度合いを客観的に評価できるよう、「災害ゼロ」等可能な 

限り定量的なものとしているか（ただし、複数の目標がある場合、一つでも定量的な  

ものがあれば、すべてが定量的である必要はない）                           〔  〕 

    ⑥ 保安目標はできれば文書（紙又は電子媒体等。）としているか          〔  〕 

    ⑦ 保安目標の設定には保安委員会の意見を反映しているか                  〔  〕 

(3) 保安計画の策定 

① 保安目標を達成するため、鉱山におけるリスクアセスメントの結果、過 

去における保安計画の実施状況、保安目標の達成状況等に基づき、１年等 

の期間を限り、保安計画（文書（紙又は電子媒体。）によるものに限る。） 

作成しているか                                     〔  〕 

② 保安計画は実施の担当部署、必要な予算等を含めて作成しているか         〔  〕 

③ 保安計画は、保安目標を達成するための具体的な実施事項、日程等につい 

て定め、概ね次の事項を盛り込んでいるか 

・法又はこれに基づく命令、保安規程等に基づき実施すべき事項及びリスク 

アセスメントの結果により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項 〔  〕 

・日常的な保安活動（危険予知活動（ＫＹＫ）、４Ｓ（整理、整頓、清潔、 

清掃）活動、ヒヤリハット事例の収集及びこれに係る対策の実施、各種改 

善提案活動等）の実施に関する事項                                〔  〕 

・保安教育の内容及び実施時期に関する事項                              〔  〕 

・保安計画の期間（原則１年）に関する事項                   〔  〕 

・保安計画の見直し（新規区域の開発に当たる場合や機械、設備等を新規に 

導入する場合等）に関する事項                                        〔  〕 

④ 保安計画の策定には保安委員会の意見を反映しているか                  〔  〕 
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